
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいず

れにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが

必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物

質の一部を改正する件（案）」について（概要） 

令 和 ７ 年 １ 月 ４ 日 

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室 

経済産業省産業保安・安全グループ化学物質管理課化学物質安全室  

環境省大臣官房環境保健部化学物質安全課化学物質審査室 

 

１．改正の概要 

○ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和 48年法律第 117号。以下「法」

という。）第八条第一項の規定に基づき、一般化学物質を一定数量以上製造又は輸入し

た者は、毎年度、前年度の製造数量等を経済産業大臣に届け出なければならないことと

されている。ただし、同項第三号において、第一種特定化学物質又は第二種特定化学物

質に該当しないことが判明している化学物質等、リスク評価を行うことが必要と認めら

れないものとして、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質（以

下「届出不要物質」という。）については、届出義務を課さないこととしている。 

○ 今般の改正は、同号の規定に基づき公示している「化学物質の審査及び製造等の規制

に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる

化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものと

して厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質」（平成 29年厚生労

働省・経済産業省・環境省告示第１号。以下「告示」という。）に、別添１及び別添２

に掲げる化学物質をそれぞれ追加及び削除するものである。 

 

２．改正の内容 

○ 平成 22 年度第１回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質

調査会、化学物質審議会第 94回審査部会、第 98回中央環境審議会環境保健部会化学物

質審査小委員会において「製造数量等の届出を要しない一般化学物質の選定の考え方に

ついて」（以下「選定の考え方」という。参考資料参照。）が取りまとめられている。 

○ 今般、平成 30年４月から平成 31年３月までの薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学

物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会審査部会、中央環境審議会環境保健

部会化学物質審査小委員会において、法第四条第一項第五号に相当すると判定され、同

条第五項の規定に基づき、名称を公示した化学物質（化学物質の審査及び製造等の規制

に関する法律第四条第五項の規定に基づき、新規化学物質の名称を公示する件（令和６

年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第６号））のうち、別添１に掲げる化学物質が、

選定の考え方（１）及び（２）に鑑み、①第一種特定化学物質、②難分解性で人への長

期毒性を有する疑いのある化学物質又は③難分解性で生態毒性を有する化学物質のい

ずれにも該当しないと判断されたことを踏まえ、届出不要物質として新たに選定された

ことから、告示に追加することとする。 

○ また、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五

号ハの規定に基づき化学物質を定める省令（令和６年厚生労働省・経済産業省・環境省

令第４号）」が公布され、届出不要物質のうち別添２に掲げる化学物質が新たな知見に

より第一種特定化学物質に指定されたことから、当該物質を告示から削除する。 

 



３．告示日等 

告 示 日：令和７年３月下旬（予定） 

適用期日：告示日 

（以上） 


